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C O N T E N T S
　交通安全の啓蒙活動として毎年行われている（財）七戸地区交通

安全協会主催の「交通安全もちつき会」が１月11日、中央公園ふ

れあいセンターで行われ、地元老人クラブや天間西小学校の学童

保育児童らあわせて約80人が参加しました。�

　小雪がちらつく中、寒さが吹き飛ぶような児童らの元気なかけ

声で餅つきが行われ、“おじいちゃんと孫”が一緒に餅をつく姿

に周囲から笑みがこぼれ、見ていた人たちも楽しんでいました。�

お餅をついて交通安全祈願お餅をついて交通安全祈願�お餅をついて交通安全祈願�
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町民憲章唱和�

“はたち”を祝いみんなで乾杯！�20歳のアピール�

白熱した試合を展開�

　平成19年度七戸地区成人式が１月13日、柏葉館で開

かれ、昭和62年４月２日から昭和63年４月１日までに

生まれた112人のうち78人が出席し、盛大に行われま

した。�

　会場には中学校時代の恩師らも出席し、色鮮やかな振

り袖やスーツ、はかまに身を包んだ新成人の晴れ姿を祝

いました。�

　式典では福士町長が「故郷と友を思う気持ちを大切に、

これからを力強く歩んでください」とあいさつ。新成人

を代表し、竹内和也さんと長嶋里美さんが町民憲章を高

らかに読み上げました。�

　その後の祝賀会では、成人式実行委員会がアトラクショ

ンとしては初めて「合唱」を企画。中学時代の懐かしい

歌で久しぶりの仲間との再会を喜びました。�

�

�
�

　新成人を代表

し、内山亜伊さ

んが「たくさん

の事に挑戦し、

何事もあきらめ

ず、粘り強く頑

張っていきたい」

と“20歳のアピー

ル”を披露しま

した。�

未来を担う若者たちの第一歩�
七戸地区成人式�

　七戸剣友会（川村和隆会長）主催の第23回天間林剣道大会が１月

13日、天間林体育館で開催され、小学生の部には町内外から46人、

中学生の部には上北郡内より72人、高校生の部には県内より98人が

参加し、開会式では、天間林少年剣士隊の高田佑太郎選手が宣誓を

務めました。�

　試合はトーナメント方式の個人戦で行われ、保護者ら観客が見守

る中、選手たちは日頃鍛えた技を繰り出し、練習の成果を発揮しま

した。また、育成会や保護者会が手作りの豚汁を振舞うなど大会を

盛り上げました。大会結果は次のとおりです。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
（第１位のみ掲載）�

日頃の練習の成果を発揮！第23回天間林剣道大会開催�

小学校低学年�
男 子 の 部 �

小学校高学年�
男 子 の 部 �

小学校中学年�
女 子 の 部 �

中 学 校 �
男 子 の 部 �

高 等 学 校 �
男 子 の 部 �

新　山　祐　介�
（柏葉少年剣士隊）�

長　山　和　史�
（柏葉少年剣士隊）�

高　田　しずく�
（天間林少年剣士隊）�

中　居　賢　汰�
（三沢市立堀口中学校）�

中　山　　　駿�
（東奥義塾高校）�

小学校中学年�
男 子 の 部 �

小学校低学年�
女 子 の 部 �

小学校高学年�
女 子 の 部 �

中 学 校 �
女 子 の 部 �

高 等 学 校 �
女 子 の 部 �

塚　尾　右　恭�
（柏葉少年剣士隊）�

作　田　茉　優�
（柏葉少年剣士隊）�

田　中　瑞　生�
（柏葉少年剣士隊）�

篠　塚　　　光�
（三沢市立堀口中学校）�

後　藤　珠　希�
（青 森 高 校）�
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　道ノ上保育所の５歳児の女の子５人が12月18日、

福士町長のもとを訪れ、募金13,640円を寄付しました。�

　この募金は、こども赤十字の一環として毎年園児

たちがお遊戯会で保護者などから集めているもので、

この日はサンタクロースの格好で来庁しました。�

　声をそろえて「困っている人の役に立つように使っ

てください」と募金が入った箱を大事そうに渡すと、

町長は「大切に使わせていただきます。ありがとう」

とお礼を述べました。�

　すでに今年度は、日赤天間林奉仕団や日赤七戸奉

仕団更正保護女性会分団、天間みどり保育園などか

らもたくさんの募金が寄せられ、合わせて97,920円

がＮＨＫ海外たすけあい義援金として日本赤十字青

森県支部へ送金されました。�

「困っている人に役立てて」�
こども赤十字が募金を寄付�

　消防関係者が防災への意気込みを披露する新春恒

例の連合消防団出初式が１月６日、天間林運動公園

付近で行われ、全13分団より団員約200人が出動し、

今年一年の防災活動に向けて決意を新たにしました。�

　式典では附田儀悦連合消防団長が観閲者である福

士町長に人員や機械器具の現況を報告。点検を受け

た後、来賓や町民らが見守る中、堂々の分列行進を

行いました。�

　その後、天間林体育館で行われた式事では、附田

連合消防団長が「昨年、当町では大きな災害がなかっ

たが、これからも町民が安心して暮らせる住みよい

地域づくりを目指しましょう」と訓辞を述べました。�

防災への決意を新たに…�
平成20年七戸町連合消防団出初式�

　女性フォーラム七戸（蛯名桂子委員長）は１月15

日、役場本庁舎を訪れ、昨年11月に行われた町長と

の意見交換会の際に出た意見などを反映させ、作成

した提言書を福士町長に手渡しました。�

　同団体は、明るく住みよいまちづくりを推進する

ために、女性の立場から町の将来にとって必要な課

題は何かを話し合い、毎年町への提言を行っていま

す。�

　この日は、蛯名委員長ら代表３人が訪問。「七戸町

男女共同参画基本計画の早期策定」「住民参加・協働

のまちづくりの仕組みづくり」「介護保険・国民健康

保険を一定期間使わなかった人への還元」「新幹線開

業に当たっての環境整備や資源の活用」「議場におけ

る議員の名札」などの５点を説明し、要望しました。�

　提言を受けた町長は「貴重な意見です。今後ます

ます検討していきたい。これからも町政にご協力く

ださい」と述べ、しっかりと意見を受け止めました。�

女性の意見を町政に生かして�
町長へ提言書を提出�

町長へ提言書を手渡す女性フォーラム七戸の委員�

かわいいサンタが募金を手渡しました�

団員らが気迫のこもった分列行進を展開�
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������

◎
ぼ
く
・
わ
た
し�

む
し
歯
な
い
よ�

�

　
平
成
１９
年
１２
月
２１
日
に
行
わ
れ
た
３
歳
児
健
康

診
査
に
お
い
て
、
む
し
歯
の
な
か
っ
た
子
ど
も
を

紹
介
し
ま
す
。�

　
今
回
は
、
１７
人
の
子
ど
も
が
健
診
を
受
け
、
そ

の
う
ち
、
む
し
歯
の
な
か
っ
た
子
ど
も
は
９
人
で

し
た
。
む
し
歯
に
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
た

こ
と
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
の
で
参
考
に
し
ま
し

ょ
う
。�

※
（
　
　
）
内
は
、
町
内
名�

�����������������

�����������������������������������

���������������

◎
言
葉
と
聞
こ
え
の�

発
達
相
談
の
お
知
ら
せ�

�

　
子
ど
も
の
言
葉
や
聞
こ
え
の
面
で
「
気
に
な
る

な
あ
」
と
感
じ
て
い
る
人
、
「
発
達
を
も
っ
と
伸

ば
し
て
あ
げ
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
人
な
ど
、
こ

の
機
会
を
ど
う
ぞ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。�

◆
日
　
時
・・
平
成
２０
年
２
月
２９
日（
金
）�

　
　
　
　
　
　
　
　
１０
時
〜
１５
時（
面
接
約
４５
分
）�

◆
場
　
所
・・
天
間
林
保
健
セ
ン
タ
ー�

◆
面
接
者
・・
こ
ど
も
発
達
支
援
施
設�

　
　
　
　
　
や
ま
ぶ
き
園
の
言
語
聴
覚
士
が
面
接
。�

◆
検
査
内
容
・・
子
ど
も
の
遊
ん
で
い
る
様
子
の
観

　
察
や
保
護
者
か
ら
話
を
聴
取
、
発
達
検
査
な
ど

　
を
し
ま
す
。�

◆
内
　
容
・・
子
ど
も
の
発
達
を
促
す
よ
う
な
関
わ

　
り
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま
す
。�

◆
申
込
み
方
法
・・
希
望
者
は
２
月
２２
日（
金
）ま
で

　
に
保
健
師
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。�

健
康
福
祉
課
　
☎
６
８
｜
４
６
３
１�

�

◎
平
成
２０
年
度
の�

町
の
健
診
申
込
に
つ
い
て�
�

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
２
月
中
旬
に
全
戸
に
申

込
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
。
希
望
者
は
、
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
同
封
し
て
い
る
返
信

用
封
筒
に
入
れ
て
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。�

　
な
お
、
集
団
健
診
・
人
間
ド
ッ
ク
の
受
け
方
が

こ
れ
ま
で
と
大
き
く
変
わ
り
ま
す
の
で
、
健
診
の

申
込
用
紙
と
一
緒
に
送
ら
れ
る
説
明
書
や
、
広
報

と
同
時
に
配
ら
れ
る
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。�

不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。�健

康
福
祉
課
　
☎
６
８
｜
４
６
３
１�

　
（
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、
町
民
課
へ
お
問

　
い
合
せ
く
だ
さ
い
）�

町
民
課
　
☎
６
８
｜
２
１
１
２�

��

◎
平
成
１９
年
度
福
祉
サ
ー
ビ
ス�

要
望
・
苦
情
１
日
移
動
相
談
開
設�

�

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
の
方
や
、
そ
の
家
族

の
方
で
、
現
在
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
望
ま
た
は

苦
情
な
ど
お
持
ち
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。�

◆
日
　
時
　
平
成
２０
年
２
月
９
日（
土
）�

　
午
前
の
部
　
①
１０
時
３０
分
〜
　
②
１１
時
２０
分
〜�

　
午
後
の
部
　
①
１３
時
３０
分
〜
　
②
１４
時
３０
分
〜�

　
　
　
　
　
　
③
１５
時
３０
分
〜
１６
時
２０
分�

◆
場
　
所
　
十
和
田
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー�

第
１
、
２
相
談
室�

◆
料
　
金
　
無
料
（
秘
密
厳
守
）�

◆
問
合
先
　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
相
談
セ
ン
タ
ー�

　
　
　
　
　
（
県
民
福
祉
プ
ラ
ザ
２
階
）�

☎
０
１
７
｜
７
３
１
｜
３
０
３
９�

※
担
当
・
長
内�

�

献
血
の
お
知
ら
せ�

������������

上
十
三
保
健
所
健
康
相
談
等
日
程�

���������������

＊
利
用
さ
れ
る
方
は
受
付
時
間
を
厳
守
し
て
く
だ

　
さ
い
。
ま
た
、
な
る
べ
く
事
前
に
予
約
を
し
て

　
ご
利
用
く
だ
さ
い
。�

※
一
部
変
更
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

　
了
承
く
だ
さ
い
。�

保
健
だ
よ
り

保
健
だ
よ
り�
保
健
だ
よ
り

保
健
だ
よ
り�
保
健
だ
よ
り�

えのき　　　　 なお と�

榎 　 　 尚斗く　ん�
（中　　野）��

これからも、むし歯ゼロを続
けていけるよう頑張ります。�

むかいなかの　 ひ   より�

向 中 野 陽 葵ちゃん�
（向 中 野）��

これからも、仕上げみがき
を頑張ります。�

お  がさ わら   ち   ひろ�

小 笠 原 千 容ちゃん�
（新　　町）��

歯みがきをしっかり頑張りまし
た。保育園にも感謝しています。�

さ  とう　　  あや   の�

佐 藤 　 綾 乃ちゃん�
（長　　下）��

これからも歯みがきを頑張って、む
し歯にならないようにしたいです。�

しん どう　　  あき ひさ�

新 堂 　 瑛 久く　ん�
（新　　町）��

モリモリ食べて、これから
も歯みがき頑張るぞ。�

こう　だ　 さ　 や　 か�

甲 田 沙 也 佳ちゃん�
（甲　　田）��

毎日、仕上げみがきを頑張
りました。�

おっとも　　　そう　た�

乙 供 　 颯 太く　ん�
（城　　内）��

怒りんぼしながら歯みがき
を頑張った成果です。�

こ ばやし　　りん　り�

小 林 　 倫 璃ちゃん�
（七戸蒼前）��

この日のために頑張りました。こ
れからも歯みがきを頑張ります。�

た がしら　　 ゆう すけ�

田 頭 　 佑 修く　ん�
（長下団地）��

お父さんと一緒に歯みが
きを頑張りました。�

�

〈場所〉上十三保健所　　　　　　〈問合せ先〉☎23－4261�

〈場所〉三沢市役所  保健相談センター　〈問合せ先〉☎52－7021

　献血は、健康であれば最も
身近にできるボランティアで
す。より多くの方のご協力を
お願いします。�

月日�

2.13㈬
2.27㈬�

2.19㈫�

2.19㈫�

2.20㈬�

2.26㈫�

月日�

2.12㈫

種 別 �

エイズに関する相談�

女性健康相談�

精神保健福祉相談�

療 育 相 談 �

骨髄バンク受付日�

種 別 �

長期療養児療育相談�

受付時間�

13：00～14：00�

10：00～10：30�

13：00～14：00�

継続13：00～14：00�
新規14：00～14：30�

10：00～10：30�

受付時間�

13：00～14：00�

�

対 象 等 �

一般の方�

思春期から更年期に至る女性�

精神・神経・飲酒等の相談�

発達が気になる児童�

骨髄バンク登録希望者�

対 象 等 �

長期療養児�

期日�

２月�
15日
（金）�

時 間 �

9：30～�
11：00�

12：30～�
13：30�

14：00～�
16：00

場 所 �

役場七戸庁舎前�

上 北 地 方 �
福祉事務所前�

公立七戸病院前�
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⑴高齢者世帯

⑵障害者世帯

⑶ひとり親世帯

①年齢満65歳以上の単身世帯（ひとり暮らし世帯）

②年齢満65歳以上の方が２人以上いる世帯

※年齢の基準日　平成19年４月１日

①知的障害者世帯（愛護手帳Ａを持っている方がいる世帯）

②身体障害者世帯（身体障害者手帳１級及び２級を持って

　いる方がいる世帯）

③精神障害者世帯（精神障害者手帳１級を持っている方が

　いる世帯）

満18歳までの児童を養育している母子又は父子家庭等

�
�
�
�
�
　皆さんは介護保険制度を正しく理解して
いますか？近所の人が利用していたり、名
前は知っているけど詳しくは分からないと
いう方が多いのではないでしょうか？�
　そこで今月から「みんなで学ぼう！介護
保険制度」というコーナーを連載します。�
　意外と知らない介護保険のことをこのコ
ーナーを通じて一緒に勉強していきましょ
う！�
�
みんなで学ぼう！�
介護保険制度�

�
◆介護保険サービスを利用する理由は？�
　介護保険サービスを利用しようとする理
由はさまざまありますが、比較的多いもの
を挙げてみると…�
・身体的機能の低下によって、今まででき
　ていたことができなくなった。�
・（脳梗塞などの）病気で入院して家族が自
　宅に戻ってくるが、家で対応できるかど
　うか不安だ。�

・（認知症が進み）親の介護負担が大きくな
　ってきた。などがあります。�

◆申請の方法は？�
　介護保険サービスを利用するには、まず
要介護認定の申請をする必要があります。�
Ｑ．申請できる対象者は？�
　要介護認定を申請できるのは、65歳以
上の方と、40～64歳の医療保険加入者で
特定疾病により介護が必要となった方です。�
Ｑ．申請する人は？�
　申請は、本人や家族のほか、地域包括支
援センターや居宅介護支援事業所、介護保
険施設にも申請を代行してもらうことがで
きます。�
Ｑ．どこで申請するのか？�
　申請は、役場健康福祉課（天間林保健セ
ンター内）か支所庶務課の窓口で行います。�
Ｑ．申請に必要なものは？�
　・介護保険被保険者証（オレンジ色）�
　・印鑑�
　・医療保険被保険者証（40～64歳の方）�

◆申請から認定まで�
　申請すると、①町の認定調査員が後日訪
問し、本人の心身の状態を調査します。②
本人は、かかりつけ医の診察を受ける必要
があります。（病院との調整は町が行います）�

　①と②がそろうと、介護保険認定審査会
で審査・判定され、認定が出ます。（図1参照）�
�

図１　申請から認定までの流れ�
�

相談・申請�
�
�

①訪問調査　　②主治医の意見書
�
�

審査・判定�
�
�

認　定　 　　非該当�
�

※申請から認定までは１ヶ月程度かかります。�
�
　次回は、認定結果の内容などについて勉
強していきましょう。�
　地域包括支援センターでは、申請に至る
までの相談や、介護保険制度全般に関して
の相談を随時受けております。�
　どうぞお気軽にご相談ください。�
�
七戸町地域包括支援センター
（天間林保健センター内）☎68－3500

地域包括支援セン
ターだより

地域包括支援セン
ターだより�地域包括支援セン
ターだより

地域包括支援セン
ターだより�

地域包括支援セン
ターだより�

�

灯
油
の
購
入
費
を
助
成
し
ま
す�

（
七
戸
町
福
祉
灯
油
購
入
費
助
成
事
業
）�

��

　
町
で
は
原
油
価
格
の
高
騰
に
伴
い
、
冬
期
間
の
暖

房
に
必
要
な
灯
油
購
入
費
の
一
部
を
助
成
い
た
し
ま

す
。�

【
助
成
の
対
象
】�

　
平
成
２０
年
１
月
１
日
に
お
い
て
、
町
内
に
住
所
を

有
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
で
あ
る
こ

と
。�

���������������������

【
助
成
金
額
】�

　
１
世
帯
当
た
り
　
６，

０
０
０
円�

【
助
成
の
要
件
】�

⑴
平
成
１９
年
度
町
・
県
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ

　
と
（
生
活
を
共
に
し
て
い
る
家
族
全
員
が
課
税
さ

　
れ
て
い
な
い
こ
と
）�

⑵
平
成
２０
年
１
月
１
日
に
お
い
て
、
対
象
と
な
る
高

　
齢
者
、
障
害
者
等
が
社
会
福
祉
施
設
、
病
院
等
に

　
入
所
・
入
院
し
て
い
な
い
こ
と
。�

⑶
平
成
２０
年
１
月
１
日
に
お
い
て
、
生
活
保
護
を
受

　
給
し
て
い
な
い
こ
と
。�

【
申
請
者
】�

　
該
当
世
帯
の
世
帯
主
（
た
だ
し
、
申
請
書
の
提
出

は
代
理
人
で
も
可
）�

【
申
請
受
付
期
間
及
び
方
法
】�

　
平
成
２０
年
１
月
３０
日（
水
）か
ら
２
月
２９
日（
金
）ま

で
と
し
、
町
が
配
付
す
る
申
請
書
に
記
入
、
押
印
の

う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。�

※
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
は
あ
ら
か
じ
め
申
請
書

　
を
送
付
し
ま
す
。
申
請
書
が
送
付
さ
れ
な
い
世
帯

　
で
対
象
と
思
わ
れ
る
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。�

※
申
請
書
が
送
付
さ
れ
た
世
帯
で
あ
っ
て
も
助
成
の

　
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
申
請
書
を

　
審
査
し
た
う
え
で
決
定
し
ま
す
。�

◆
持
参
す
る
も
の�

　
印
鑑
、本
人
確
認
が
で
き
る
運
転
免
許
証
、保
険
証
、

　
預
金
通
帳
等（
代
理
人
の
場
合
、代
理
人
確
認
で
き

　
る
運
転
免
許
証
、保
険
証
、代
理
人
の
印
鑑
）�

【
助
成
方
法
】�

　
申
請
者
か
ら
申
し
出
の
あ
っ
た
金
融
機
関
の
申
請

者
名
義
の
預
金
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。
た
だ
し
、

㈱
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
旧
日
本
郵
政
公
社
）
の
口
座
は

除
き
ま
す
。�

【
申
請
場
所
】
本
庁
舎
　
社
会
生
活
課�

　
　
　
　
　
　
七
戸
庁
舎
　
庶
務
課�

【
問
合
せ
先
】
社
会
生
活
課
　
☎
６
８
｜
２
１
１
４�
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　現在、CO2排出量は年間、石油などの化石燃料で63億トン排出され

ています。そのうち31億トンが土壌や海洋に吸収され、残り32億ト

ンが大気中に蓄積されて、毎年増えているのです。これが地球温暖化

へつながるのです。さまざまな研究結果によれば、およそ平均気温が

２℃を超えると、急激に悪影響の規模が大きくなると言われています。�

　CO2の排出量と吸収量がよいバランスをとっている状態（CO2濃度

の安定化）になるには、どの位の時間が必要と思いますか？�

　もし、CO2の排出を急速に減らせたとしても気候はすぐには安定せず、

濃度の安定化には、数百年という時間がかかると言われています。温

室効果ガスを減らし、安定した気候にするには、簡単なことではない

のです。�

　そこで、世界の国々が協力し合い、現在、国際的な取り組みが進ん

でいます。それが「気候変動枠組条約」（1992年）です。�

�

�

�

　1997年に京都で開催された「気候変動枠組条約」の第３回会議に

おいて「京都議定書」が採択され、日本は基準年のレベルより全体で

－６％削減するよう目標値が定められました。（下図参照）�

◎次号では、「このまま進むと、ど～なっちゃうの？（部門別排出量）」について、掲載します。�

◆問合せ先　企画財政課　☎68－2117　E-mail:kikaku01@town.shichinohe.aomori.jp

― 地球を守るために ―�

ひとつのチームになろう。�

地球温暖化対策について考えるPartⅢ　今回は、「このまま進むと、ど～なっちゃうの？」についてです。�

町営住宅　入居者募集！�
�

◆募集住宅　倉越団地　１－Ｃ号�
・所 在 地　七戸町字倉越４－１�
・募集戸数　１戸�
・建設年度　平成11年度�
・構　　造　木造２階建（長屋）（２階部分）、３LDＫ�
　　　　　　（ダイニング8畳、寝室8畳・6畳・約6畳）�
・床 面 積　75.2㎡（約22.7坪）�
・家　　賃　24,700円～41,000円（共益費別途）�
◆募集期間　２月４日（月）～２月15日（金）�
◆入居予定日　３月中旬予定�
◆敷　　金　入居家賃３ヶ月分�
◆選考方法　選考委員会にて審査のうえ、多数の場合
　　　　　　は公開抽選により決定します。�
◆入居者資格　次による条件を満たしている方�
　１）現に同居し、または同居しようとする親族があ
　　　ること�
　２）規定された収入以下であること�
　３）現に住宅に困窮していることが明らかであるこ
　　　と�
　４）住民税等を滞納していないこと�
◆入居申込方法　町営住宅入居申込書に必要とされる書
　　　　　　　類を添えて申し込みをしてください。�
◆必要書類�
　１）印鑑　　２）世帯全員分の住民票（謄本）�
　３）平成19年度所得・課税証明書�
　※所得が無く、18歳以上の方（主婦・無職等）も
　　必要です。�
◆申込み先　建　設　課　☎62－6244�
　　　　　　本庁総合窓口　☎68－2112

バイオ・ディーゼル燃料�
（BDF）導入に関する�
説明会を開催します！�

�
　町では、地球に優しい自然エネルギーについて調
査する「七戸町地域新エネルギービジョン策定等事
業」を進めています。また、「七戸町役場」として
「みんなで止めよう温暖化　チームマイナス６％」
に登録し、地球温暖化防止に向けた活動を行ってい
ます。自然に優しいエネルギーの中で、導入の可能
性が高いものの一つに、廃食用油（使い古しの天ぷ
ら油など）を原料とする、バイオ・ディーゼル燃料
（BDF）があげられます。そこで町内における事
業者を対象に、バイオ・ディーゼル燃料導入に関す
る説明会を下記のとおり実施します。�
　化石燃料の高騰により代替燃料などを検討されて
いる方、福祉施設での導入を検討されている方は、�
この機会に参加してみてください。�

◆日　時　平成20年２月22日（金）�
　　　　　午前10時から�

◆場　所　役場本庁舎　１階相談室�

◆内　容　導入経費などについて（補助金制度有り）�

◆申込期限　平成20年２月15日（金） 午後５時まで�

◆申込先　社会生活課　☎68－2114��
◆その他　説明会開催にあたり、申込数により会場
　　　　　等変更になる場合があります。その際は、
　　　　　社会生活課より説明会開催通知書により
　　　　　連絡します。�

出典：チームマイナス６％�
　　　ホームページ�
　　　http://www.team-6.jp/
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道路特定財源は、七戸町の貴重な財源です�
�

�

�

�

�

�

�
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�
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�
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�
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�
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�

このことから、七戸町では『道路特定財源』の
暫定税率の延長を強く訴えています�

�

※「暫定税率あり」の金額は平成18年度決算額によるものです。�
※「本則（暫定税率なし）」の金額は試算によるものです�
※「一般財源その他」は、国庫支出金の地方負担を含み、全額を据え置くものとしました。�

問合せ先　☎62－6244　E-mail:kensetsu01@town.shichinohe.aomori.jp

『道路特定財源』�
とは、何でしょうか？�

『道路特定財源』は、新しく道路を�
造ることばかりでなく、維持・補修�
から除雪など、道路へのあらゆる要�
望にお応えするための財源です�

暫定税率がなくなると�
約２億500万円（約18％）�
少なくなってしまいます�

町民の皆さまの�
生活に直結する�
道路に関する仕�
事が非常に厳し�
くなってしまい�
ます�

道路補修や維持管理が進みにくくなります。� 除雪の出動回数が減ることもあります。�
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問合せ先　☎68－2113　E-mail:zeimu01@town.shichinohe.aomori.jp�
�

平
成
１９
年
分
所
得
税
の�

主
な
改
正
事
項
と
な
り
ま
す�

�
◎
所
得
の
申
告
の
際
に�

ご
留
意
く
だ
さ
い
。�

１
、
定
率
減
税
の
廃
止�

　
景
気
対
策
の
た
め
の
暫
定
的
な
税
負
担
の

軽
減
措
置
と
し
て
導
入
さ
れ
た
定
率
減
税
が
、

所
得
税
に
お
い
て
平
成
１９
年
分
申
告
よ
り
廃

止
と
な
り
ま
す
。�

２
、
税
源
移
譲
に
伴
う
税
率
の
改
正�

　
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
税
源
移
譲

に
よ
り
、
個
人
住
民
税
は
平
成
１９
年
度
よ
り

す
で
に
税
率
が
一
律
１０
％
に
改
正
さ
れ
て
お

り
ま
す
が
、
所
得
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
平

成
１９
年
分
申
告
よ
り
改
正
と
な
り
ま
す
。�

������������������

３
、
地
震
保
険
料
控
除
の
創
設�

　
こ
れ
ま
で
の
損
害
保
険
料
控
除
に
代
わ
り

地
震
保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。�

◆
対
象
と
な
る
地
震
保
険
料
は
「
地
震
等
損

　
害
」
部
分
の
保
険
料
ま
た
は
、
掛
金
で
平

　
成
１９
年
中
に
支
払
っ
た
金
額
の
合
計
額�

※
「
地
震
等
損
害
」
と
は
…
地
震
も
し
く
は
、

　
噴
火
ま
た
は
、
こ
れ
に
よ
る
津
波
を
直
接

　
ま
た
は
、
間
接
の
原
因
と
す
る
火
災
、
損

　
壊
に
よ
る
損
害�

〔
改
正
前
〕�

�

　
そ
の
年
中
に
支
払
っ
た
損
害
保
険
料
の
額

に
応
じ
て
一
定
の
額
を
所
得
か
ら
控
除
。�

〈
控
除
限
度
額
〉�

・
長
期
損
害
保
険
料
　
１
５
、
０
０
０
円�

・
短
期
損
害
保
険
料
　
　
３
、
０
０
０
円�

�

〔
改
正
後
〕�

�

　
そ
の
年
中
に
①
支
払
っ
た
地
震
保
険
料
の

金
額
の
合
計
額
・
控
除
限
度
額
は
５
万
円
で

す
。
た
だ
し
、
②
平
成
１８
年
末
ま
で
に
締
結

し
た
長
期
損
害
保
険
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど

お
り
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
控
除
限
度

額
は
１
万
５
千
円
で
す
。
（
平
成
１９
年
１
月

１
日
以
降
に
契
約
内
容
の
変
更
を
し
た
場
合

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）�

　
①
②
両
方
の
契
約
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ

ぞ
れ
計
算
し
た
合
計
額
と
な
り
控
除
限
度
額

は
５
万
円
で
す
。�

※
ひ
と
つ
の
契
約
で
①
②
に
該
当
す
る
場
合

　
は
、
ど
ち
か
ら
ひ
と
つ
が
控
除
対
象
と
な

　
り
ま
す
。�

�

４
、
減
価
償
却
制
度
の
改
正�

　
個
人
事
業
者
（
営
業
・
農
業
・
不
動
産
業

等
）
の
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
平
成
１９

年
４
月
１
日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
つ
い
て

は
新
た
な
方
法
に
よ
り
償
却
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。�

《
改
正
後
の
償
却
の
方
法
》�

　
取
得
価
格
の
９５
％
相
当
額
ま
で
償
却
す
る

償
却
可
能
限
度
額
及
び
残
存
価
格
（
取
得
価

格
の
９０
％
を
基
礎
金
額
と
す
る
）
が
い
ず
れ

も
廃
止
と
な
り
、
取
得
価
格
に
そ
の
償
却
費

の
額
が
毎
年
同
一
に
な
る
よ
う
に
焼
却
率
を

乗
じ
た
金
額
を
各
年
分
の
償
却
費
と
し
、
耐

用
年
数
経
過
時
点
に
お
い
て
１
円
ま
で
消
却

す
る
方
法
と
な
り
ま
す
。�

　
た
だ
し
、
平
成
１９
年
３
月
３１
日
以
前
に
取

得
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
従
来
ど
お
り
の
計

算
方
法
と
な
り
ま
す
。�

�

５
、
税
源
移
譲
に
伴
う
住
宅
借
入
金
等
特
別

　
控
除
の
特
例
の
創
設�

　
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
従
来
ど
お
り

１０
年
間
で
控
除
す
る
場
合
、
税
源
移
譲
に
よ

り
所
得
税
が
減
額
す
る
こ
と
で
控
除
で
き
る

額
が
減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に

よ
る
差
額
を
解
消
す
る
た
め
、
控
除
で
き
る

期
間
を
１０
年
と
１５
年
で
選
択
で
き
る
特
例
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。�

◆
対
象
者�

　
平
成
１９
年
居
住
者
・
平
成
２０
年
居
住
者
（
町�

・
県
民
税
か
ら

の
住
宅
控
除
対

象
外
の
方
）�

※課税所得・・・所得金額から扶養控除や社会保険料控除等の�
　　　　　　　　各種控除を差引した後の所得金額�

所得税〔改正前〕� 〔改正後〕�

（住宅借入金等特別控除の計算方法は従来どおりです）�

課税所得�

330万円以下�

330万円を超え�
900万円以下�

900万円を超え�
1,800万円以下�

1,800万円を�
超える�

税率�

10％�

20％�

30％�

37％�

控除額�

0円�

330,000円�

1,230,000円�

2,490,000円�

課税所得�

195万円以下�

195万円を超え�
330万円以下�

330万円を超え�
695万円以下�

695万円を超え�
900万円以下�

900万円を超え�
1,800万円以下�

1,800万円を�
超える�

税率�

  5％�

10％�

20％�

23％�

33％�

40％�

控除額�

0円�

97,500円�

427,500円�

636,000円�

1,536,000円�

2,796,000円�

居 住 年 �

借 入 金 �
年末残高上限�

控 除 期 間 �
（選　　　択）�

控 除 率 �
（控除額上限）�

10年間�

1～6年目�
1％�

（25万円）�

7～10年目�
0.5％�

（12.5万円）�

15年間�

1～10年目�
0.6％�

（15万円）�

11～15年目�
0.4％�

（10万円）�

10年間�

1～6年目�
1％�

（20万円）�

7～10年目�
0.5％�

（10万円）�

15年間�

1～10年目�
0.6％�

（12万円）�

11～15年目�
0.4％�

（8万円）�

平成19年�

2,500万円�

平成20年�

2,000万円�
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問合せ先　☎68－2113　E-mail:zeimu01@town.shichinohe.aomori.jp

十和田税務署からのお知らせ�
�

１．平成19年分の確定申告書の提出期限�
　【所得税】�

　　平成19年分の所得税の確定申告は、平成20年２月18日（月）から３月17日（月）までです。�

　【消費税及び地方消費税】�

　　個人事業者の平成19年１月１日から12月31日の課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告は、

　平成20年３月31日（月）までです。�

�

２．平成19年分の所得税・消費税及び地方消費税の納期限�
�

�

�

�

３．e－Tax（国税電子申告・納税システム）�
　自宅やオフィスから、インターネットで申告や納税ができる「e－Tax（国税電子申告・納税システム）」

を是非ご利用ください。平成19年分の所得税の確定申告はe－Taxを利用すると、①HPから簡単に申告が可
能　②一部添付書類が提出不要　③最高5,000円の税額控除　④還付金がスピーディー　と便利でお得です。�
�

４．平成19年分消費税及び地方消費税確定申告説明会の日程表�
�

�

�

�

�

�

５．無料税理士相談会の日程表�
�

�

�

�

◎詳しくは十和田税務署（☎23－3151）にお尋ねください。確定申告に関する電話は、電話相談センターに
　おつなぎします。電話相談センターには、東北税理士会の会員税理士にも従事していただいております。�

�

�

�
県税納税証明書申請時の身分確認及び委任関係確認について�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　詳しくは、上北地域県民局県税部管理課までお問合せください。　☎0176－22－8111（内線205）�

　県では、納税証明書の交付申請の際、窓口におい

でいただいた方の身分確認と、代理人申請の場合の

委任関係確認を行っております。�

　県税に関する納税証明書の交付申請手続きを行う

方に対しては、納税義務者本人、代理人にかかわら

ず、運転免許証・健康保険証等の公的な機関が発行

したものにより身分確認を行いますので、申請時に

はこれらの書類のうち、いずれかの提示が必要とな

ります。また、自動車税納税証明書の申請には、自

動車検査証（コピー可）の提示も必要となります。�

�

�

�

�

　なお、納税義務者が代理人を通して申請手続きを

行う場合には、実印によって委任状を作成し、その

印鑑登録証明書の原本（３ヶ月以内に発行されたも

の。確認後お返しします。）を添えて申請してくださ

るようお願いします。�

　ただし、継続検査用の自動車税納税証明書申請の

場合は当分の間、印鑑登録証明書は不要です。�

　納税証明書の交付申請用紙については、県税ホー

ムページからもダウンロードできます。�

（県税ホームページ�

http：//www.pref.aomori.lg.jp/zeimu/）�

申 告 所 得 税 �

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 �

現金納付（納期限）�

平成２０年３月１７日（月）�

平成２０年３月３１日（月）�

振替納税（振替日）�

平成２０年４月２２日（火）�

平成２０年４月２４日（木）�

開 催 月 日 �

2月14日（木）�

開 催 時 間 �

10：00～12：00�

13：30～15：30

消費税課税事業者�

消費税課税事業者�

簡易課税適用者�

一般課税適用者�

対 象 者 �会 場 �

十和田市南公民館�

十和田市南公民館�

※対象者には案内を差し上げておりますが、案内されていない方でも出席いただけます。�
　説明会に関するお問い合わせは、個人課税第１部門（☎23－3151）までお願いします。�

開 催 月 日 �

2月25日（月）～2月26日（火）�

3月3日（月）～3月7日（金）�

開 催 時 間 �

9：00～12：00�

13：00～16：00

対象市町村�

十和田税務署管内�

会 場 �

十 和 田 税 務 署 �

申告書作成会場内�
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◆
平
成
２０
年
４
月
１
日
か
ら
、
７５
歳
（
寝

　
た
き
り
等
の
一
定
の
障
害
が
あ
る
と
広

　
域
連
合
が
認
定
し
た
６５
歳
）
以
上
の
方

　
は
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
に
加
入

　
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

�

〇
新
し
い
被
保
険
証
が
発
行
さ
れ
ま
す�

　
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
被
保
険

　
　
者
証
（
カ
ー
ド
サ
イ
ズ
）
が
１
人
に

　
　
１
枚
交
付
さ
れ
ま
す
。�

　
・
現
在
、
老
人
保
健
の
医
療
受
給
者
証

　
　
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
と
、
平
成

　
　
２０
年
４
月
３０
日
ま
で
に
７５
歳
に
到
達

　
　
す
る
方
に
は
、
３
月
下
旬
に
お
住
ま

　
　
い
の
市
町
村
（
施
設
入
所
の
方
は
そ

　
　
の
施
設
の
住
所
地
）
か
ら
被
保
険
者

　
　
証
が
送
付
さ
れ
ま
す
。�

　
・
平
成
２０
年
５
月
１
日
以
降
、
７５
歳
に

　
　
到
達
す
る
方
に
は
、
７５
歳
の
誕
生
日

　
　
ま
で
に
お
住
ま
い
の
市
町
村
か
ら
被

　
　
保
険
者
証
が
送
付
さ
れ
ま
す
。�

����

　
・
老
人
医
療
受
給
者
証
及
び
健
康
保
険

　
　
証
等
の
返
却
に
つ
い
て
は
お
住
ま
い

　
　
の
市
町
村
担
当
課
ま
た
は
健
康
保
険

　
　
証
の
発
行
元
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。�

�

〇
保
険
料
に
つ
い
て�

　
・
保
険
料
は
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に

　
　
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

　
・
青
森
県
の
保
険
料
は
低
所
得
者
等
の

　
　
軽
減
措
置
を
踏
ま
え
て
、
一
人
当
た

　
　
り
の
平
均
額
が
年
額
４
万
６
千
３７４
円

　
　
と
な
り
ま
す
。�

　
・
保
険
料
は
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す

　
　
る
「
所
得
割
額
」〔（
総
所
得
金
額
等

　
　
｜
基
礎
控
除
額
３３
万
円
）
×
所
得
割

　
　
率
７．４１
％
〕
と
、
被
保
険
者
全
員
が
一

　
　
律
に
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
（
年

　
　
額
４
万
５１４
円
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を

　
　
合
算
し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。�

　
　
（
実
際
に
納
付
し
て
い
た
だ
く
保
険

　
　
料
の
年
額
に
つ
い
て
は
、
１００
円
未
満

　
　
切
捨
て
の
額
と
な
り
ま
す
。）�

　
・
所
得
の
低
い
世
帯
の
方
に
は
、
所
得

　
　
の
区
分
に
応
じ
て
均
等
割
額
が
軽
減

　
　
（
７
割
・
５
割
・
２
割
）
さ
れ
る
措

　
　
置
が
あ
り
ま
す
。�

　
・
激
変
緩
和
措
置
と
し
て
、
被
用
者
保

　
　
険
（
社
会
保
険
等
）
の
被
扶
養
者
で

　
　
現
行
保
険
料
負
担
の
な
い
方
は
、
平

　
　
成
２０
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
半
年

　
　
間
は
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
ず
、
１０
月

　
　
か
ら
平
成
２１
年
３
月
ま
で
は
保
険
料

　
　（
均
等
割
額
）を
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。�

�

〇
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て�

　
・
年
金
が
年
額
１８
万
円
以
上
で
、
介
護

　
　
保
険
料
と
の
合
算
額
が
年
金
受
給
額

　
　
の
２
分
の
１
以
下
の
方
は
、
年
金
か

　
　
ら
保
険
料
が
天
引
き
（「
特
別
徴
収
」

　
　
と
い
う
。）
さ
れ
ま
す
。�

　
・
特
別
徴
収
の
方
は
、
平
成
２０
年
４
月

　
　
の
年
金
支
給
時
か
ら
仮
徴
収
が
始
ま

　
　
り
ま
す
が
１０
月
の
年
金
支
給
時
か
ら

　
　
確
定
し
た
保
険
料
で
特
別
徴
収
さ
れ

　
　
ま
す
。�

�

　
・
特
別
徴
収
以
外
の
方
は
、
お
住
ま
い

　
　
の
市
町
村
か
ら
７
月
に
送
付
さ
れ
る

　
　
納
付
書
に
よ
り
、
最
寄
り
の
金
融
機

　
　
関
等
で
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き

　
　
ま
す
。
（「
普
通
徴
収
」
と
い
う
。）�

　
・
被
用
者
保
険
（
社
会
保
険
等
）
の
被

　
　
扶
養
者
で
激
変
緩
和
措
置
の
対
象
と

　
　
な
っ
た
方
は
、
特
別
徴
収
又
は
普
通

　
　
徴
収
の
方
法
に
よ
り
１０
月
か
ら
保
険

　
　
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。�

�

〇
『
障
害
認
定
』
に
よ
り
老
人
保
健
制
度

　
に
加
入
し
て
い
る
方
に
つ
い
て�

　
・
障
害
認
定
に
よ
る
老
人
医
療
受
給
の

　
　
方
も
、
平
成
２０
年
４
月
か
ら
後
期
高

　
　
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　
　
（
取
り
下
げ
も
出
来
ま
す
※
１
）�

　
・
現
在
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
証

　
　
（
国
民
健
康
保
険
・
社
会
保
険
等
）

　
　
の
資
格
喪
失
の
手
続
き
が
必
要
と
な

　
　
り
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

　
　
は
市
町
村
窓
口
で
、
社
会
保
険
等
の

　
　
加
入
者
は
保
険
証
の
発
行
機
関
で
、�

　
　
資
格
喪
失
手
続
き
の
相
談
を
し
て
く

　
　
だ
さ
い
。�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
開
始
に
関
す
る
お
知
ら
せ�
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・
資
格
喪
失
の
手
続
き
を
怠
る
と
、
後

　
　
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
現
在
加
入
の

　
　
健
康
保
険
か
ら
の
二
重
の
保
険
料
が

　
　
課
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。�

（
※
１
）
『
障
害
認
定
』
取
り
下
げ
請
求

　
　
　
　
に
つ
い
て�

　
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し
た

　
　
場
合
、
新
た
に
保
険
料
の
負
担
が
発

　
　
生
す
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
本
人
の

　
　
意
思
に
よ
り
取
り
下
げ
申
請
す
る
こ

　
　
と
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

　
　
入
し
な
い
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ

　
　
し
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
よ
り
利
益
・

　
　
不
利
益
の
状
況
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

　
　
取
り
下
げ
申
請
に
つ
い
て
は
、
町
民

　
　
課
老
人
医
療
担
当
窓
口
ま
た
は
青
森

　
　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
ま
で

　
　
ご
相
談
く
だ
さ
い
。�

�

◆
こ
の
お
知
ら
せ
に
関
す
る
問
合
せ
先�

　
町
民
課�

☎
６
８
｜
２
１
１
２
（
直
通
）�

　
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合�

☎
０
１
７
｜
７
２
１
｜
３
８
２
１�

〈U
R
L

〉h
ttp
://w

w
w
.�

aom
ori-k

ou
ik
iren
g
ou
.jp
/�

�

７０
〜
７４
歳
の
方
の�

窓
口
負
担
の
見
直
し
に
つ
い
て�

�

　
今
般
「
与
党
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
に
お
い
て
、

７０
〜
７４
歳
の
方
が
医
療
機
関
で
治
療
を
受

け
た
と
き
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
窓
口
負

担
に
つ
い
て
、
左
記
の
と
お
り
取
り
ま
と

め
ら
れ
、
政
府
と
し
て
も
実
施
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
正
式
に
決
定
さ
れ
れ
ば
３

月
に
新
た
な
高
齢
受
給
者
証
を
再
発
行
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。�

�

○
７０
〜
７４
歳
の
方（
＊
注
）の�

　
　
　
　
　
　
　
　
窓
口
負
担
に
つ
い
て�

　
平
成
２０
年
４
月
か
ら
平
成
２１
年
３
月
ま

で
の
一
年
間
、
窓
口
負
担
が
１
割
に
据
え

置
か
れ
ま
す
。�

＊
す
で
に
３
割
負
担
を
い
た
だ
い
て
い
る

　
方
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と

　
な
る
一
定
の
障
害
認
定
を
受
け
た
方
は

　
除
き
ま
す
。�

＊
昨
年
の
制
度
改
正
で
は
、
７０
〜
７４
歳
の

　
方
の
窓
口
負
担
に
つ
い
て
は
、
平
成
２０

　
年
４
月
か
ら
２
割
負
担
に
見
直
さ
れ
る

　
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
据
え
置
く

　
も
の
で
す
。�

�

国
民
健
康
保
険
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会�

参
加
チ
ー
ム
募
集
！�

�

　
町
民
の
健
康
増
進
と
親
睦
を
図
る
た
め

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
を
開
催
し
ま
す
。�
�

◆
日
時�

　
平
成
２０
年
２
月
２１
日
（
木
）�

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
８
時
３０
分
受
付�

◆
場
所�

　
中
央
公
園
　
屋
内
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー�

◆
チ
ー
ム
編
成�

　
５
〜
７
人
（
チ
ー
ム
で
帯
同
審
判
３
人

　
が
望
ま
し
い
）�

◆
申
込
み
締
切�

　
平
成
２０
年
２
月
１２
日
（
火
）
ま
で�

◆
申
込
み
・
問
合
せ
先�

　
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
協
会
　
坪
　
孝
夫�

☎
６
８
｜
３
３
４
５�

☎
０
９
０
｜
２
９
９
８
｜
０
５
８
３�

　
町
民
課
　
　
　
　
☎
６
８
｜
２
１
１
２�

※
申
込
み
し
た
チ
ー
ム
代
表
者
に
後
日
、�

　
大
会
要
綱
等
を
送
付
い
た
し
ま
す
。�

�����

���

　
七
戸
町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
協
会
は
現
在
、�

会
員
７０
余
人
の
１２
チ
ー
ム
で
、
毎
月
１
回

程
度
の
会
員
大
会
及
び
郡
県
等
の
大
会
に

参
加
し
、
上
位
入
賞
を
果
た
し
て
い
ま
す
。�

　
今
回
、
平
成
２０
年
度
の
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

チ
ー
ム
を
募
集
し
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ

る
方
々
は
５
人
以
上
で
チ
ー
ム
を
結
成
し
、

左
記
の
申
込
み
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

多
数
の
ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。�

◆
応
募
資
格
者
　
七
戸
町
民
５
〜
７
人
程

　
度
で
編
成
す
る
チ
ー
ム�

◆
年
会
費
　
２
千
５００
円
〜
４
千
７００
円�

（
登
録
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。）�

◆
年
間
の
大
会
等�

　
　
毎
月
１
回
程
度
の
会
員
親
睦
試
合
、�

　
七
戸
町
長
杯
、交
通
安
全
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

　
大
会
、郡
支
部
大
会
等
、年
間
１５
回
程
度

　
の
大
会
及
び
週
２
〜
３
回
の
定
期
練
習�

◆
申
込
み
期
限�

　
平
成
２０
年
２
月
１２
日（
火
）ま
で�

◆
申
込
み
・
問
合
せ
先�

　
町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
協
会�

　
　
会
長
　
円
子
　
隆
治�

☎
６
８
｜
２
１
０
１（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
）�

　
事
務
局
　
坪
　
孝
夫�

☎
６
８
｜
３
３
４
５（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
）�

平
成
２０
年
度�

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
募
集
！�
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��

《
短
　
歌
》�

待
合
て
焼
き
肉
ビ
ビ
ン
バ
母
と
食
べ�

　
　
　
御
焦
げ
作
り
て
話
弾
み
ぬ�

つ
ま
子�

�

く
る
く
る
と
散
り
ゆ
く
も
み
じ
雪
の
上�

　
　
　
紅
い
冴
え
り
光
り
の
中
に�

璋
子�

�

再
入
院
夫
の
衣
服
が
部
屋
す
み
に�

　
　
　
つ
る
べ
落
と
し
の
夕
暗
せ
ま
る�都

志
子�

�

一
文
字
の
今
年
の
漢
字
「
偽
」
と
な
り
て�

　
　
　
心
侘
び
し
き
師
走
と
な
り
ぬ�

崇
子�

�

そ
れ
と
な
く
夕
べ
君
ら
に
打
ち
明
け
て�

　
　
　
諌
め
ら
れ
つ
つ
ほ
ろ
酔
ふ
吾
か�

佐
藤
悠
一�

�

病
院
の
テ
レ
ビ
に
流
れ
し
友
の
歌�

　
　
　
嬉
し
く
詠
み
こ
む
待
合
椅
子
で�原

信
子�

�

は
じ
ま
り
ゆ
く
一
日
の
幸
を
願
い
つ
ゝ�

　
　
　
光
り
放
つ
ら
む
明
の
明
星�

高
田
洋
子�

�

忘
れ
ら
れ
ぬ
想
ひ
出
ひ
と
つ
五
十
年
も�

　
　
　
「
山
の
ロ
ザ
リ
ア
」
口
遊
み
つ
つ�

哘
崎
ア
イ
子�

������

《
俳
　
句
》�

佳
き
こ
と
の
多
き
日
々
あ
り
年
惜
し
む�

瀬
川
翠
蛙�

�

駆
け
引
き
の
の
ら
り
く
ら
り
と
頬
被�山

田
慶
子�

�

年
惜
し
む
南
部
鉄
瓶
磨
き
て
は�

川
村
亜
輝
子�

�

年
惜
し
む
夕
暮
れ
ふ
い
に
来
り
け
り�作

田
令
子�

���

《
川
　
柳
》
「
呼
ぶ
」�

点
呼
と
り
老
人
会
の
バ
ス
旅
行�

幸�

�

孫
た
ち
の
声
響
き
合
う
か
く
れ
ん
ぼ�

香
っ
ぺ�

�

勇
ま
し
く
呼
ぶ
声
ひ
び
く
八
日
市�

愛
子�

�
青
い
空
福
を
呼
ぶ
声
こ
だ
ま
す
る�

征
治�

★新着図書の紹介★�

【中央図書館】� 【中央公民館図書室】�

文
芸
欄�

文
芸
欄�

★今月の休館日…11日（月）　図書館・図書室は、祝日、年末年始を除き、土曜日・日曜日も毎日開館しています。�

い
さ�

������

　
　
　
　
　
　
ひ
と
ひ�

���

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い   

そ 

と
せ�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

ず
さ�

No.�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10

書 名 �

ダイイング・アイ�

アンダーリポート�

覇の刺客�

ゴールデンスランバー�

布でつくるかわいいお花�

モンスター・ペアレント�

直感でわかるおもしろ�
　図形・幾何�

15歳の君に見てほしい�
　22世紀の未来�

窓ぎわのゴースト�

ぞうのせなか�

等　一般書　１４冊　児童図書　２２冊�
（１２／１１～１／１１購入・寄贈分）�

書 名 �

環境問題を知りつくす本�

たばこをやめたい王さま�
　親子で学ぶ禁煙問題�

ほしのはじまり　決定版�
　星新一ショートショート�

チェスト！�

お母さんのワカメスープ�

犬たちがくれた音�
　聴導犬誕生物語�

無人島で、よりよい生活！�

タイムトラベラー�
　消えた反重力マシン�

トンネル　上・下�

小さなお城�

等　一般書　１８冊　児童書　２１冊�
（１２／９～１／１１登録分）�

著 者 名 �

東 野 圭 吾 �

佐 藤 正 午 �

鳥 羽 　 亮 �

伊　坂　幸太郎�

野 木 陽 子 �

本 間 正 人 �

吉 田 克 明 �
中 野 　 潤 �

中 原 恒 雄 �
未来予測研究会�

ゆうき　え　み�

秋元　　康（作）�
網中いづる（絵）�

著 者 名 �

山 本 　 　 茂 �
（監修）�

高橋　裕子（さく）�
おかもと香織（え）�

星　　新一（著）�
新井　素子（編）�

登　坂　恵里香�

コ・へジョン�

高　橋　うらら�

いしい　ゆ　み�

リンダ・バックリー�
・アーチャー�

ロデリック�
・ゴードン�

ユーリー・ワスネツォフ（絵）�
サムイル・マルシャーク（文）�

No.�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10



奨 学 事 業 の お 知 ら せ �
�

　教育委員会では、今年度から従来の奨学資金の貸し付けのほかに、金融

機関等からの教育資金の借入れに対する利子補給事業を始めることにしま

した。奨学資金の貸し付けは、従来より基準が厳しくなりますので、利子

補給事業が主となります。銀行からの借入れが困難な方はご相談ください。

事業の詳細及び申し込みについては下記のとおりです。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

１．奨学資金の貸し付け�

　主として銀行からの借入れが困難

な方を対象とします。�

⑴必要な書類�
①奨学金貸付申請書（学務課にあり
ます）②所得証明書（世帯員全員分
が記載されたもの）③調査書（最終
卒業学校発行のもの）④合格通知書
又は在学証明書⑤住民票の謄本�
�

◆受付期間�

　平成20年２月18日（月）�

　　　　　～３月21日（金）�
�

◆問合せ先　教育委員会　学務課�

☎62－9701�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

２．奨学資金借入れ利子補給�

⑴内容　金融機関からの教育資金の
借入れに対する利子の一部を補填す
るものです。卒業までの借入金総額
50万円以上200万円までを限度として、
年３％に相当する利息分を給付しま
す。詳細はお問い合わせください。
⑵必要な書類�
①申請書（学務課にあります）②所
得証明書（世帯員全員分が記載され

たもの）③金融機関が発行する借入
れ明細書④調査書（最終卒業学校発
行のもの）⑤合格通知書又は在学証
明書⑥住民票の謄本�
�

�

�

�

�

�

�
指定された就学校の�
変更を希望される�
保護者の方へ�

�
　児童生徒が就学する町立の小・中
学校については、教育委員会で通学
区域に基づき就学校を指定していま
す。しかし、特別な事情があり、指
定された学校への就学が困難な人に
ついては、教育委員会へ申立するこ
とにより就学校の変更が認められる
ことがあります。就学校の変更が認
められる主な要件は次のとおりです。�
　⑴学期・学年途中に転居または転
居予定がある場合　⑵指定校に入級
する特別支援学級がない場合　⑶心
身の故障や疾患のため指定校への通
学が困難な場合　⑷いじめ、不登校
など学校生活の状況により指定校で
の就学が困難な場合　⑸下校後の保
護に欠ける場合で、希望校の近くに
保護先が確保されている場合　⑹指
定校に希望する部活動がない場合�
　詳細は学務課までお尋ねください。�
※通学については、保護者が責任を
　もって送迎を行うこと。�
※内容により、別に定める書類を提
　出していただくことがあります。�
◆問合せ先　教育委員会　学務課�

☎62－9701
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シリーズ　　　　男女共同参画ってな～に？　◯18�

〈理想と現実〉�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　寄稿　NPO法人　青森県男女共同参画研究所　http://www2.ocn.ne.jp/̃gender-k/�

　「当たり前」「常識」という古い習慣や思いこみがありますが、人間として豊かな人生を送るために�

一人ひとりの意識改革も大切ですね。�

�

�

�

�

�

　「小学生の頃、好きな男の子がいたんだけど、その子より身長

が２センチ高くて誕生日が１ヶ月早いのがすごく嫌だったなー」。

こんなことを言った友人がいた。�

　さらっと聞くと「そうだよねー」という思春期前期にはありが

ちな話である。でも、後でよくよく考えたら「何で？」と思わざ

るを得なかった。きっと最初は彼が持つ「何か」に惹かれて、無

条件に惚れてしまったのである。人を好きになるにはそれだけの

理由で十分なはずだ。なのに、たった２センチ余計に成長してい

たがために、たった１ヶ月だけ早く産まれてしまったがために、

彼女はとてつもなく深い苦悩を背負い込むこととなってしまった。�

　友人がその後その男子に晴れて思いを打ち明けられたのだろう

か、という疑問を抱きつつ多少飛躍して想像力を働かせてみよう

と思う。当時の友人は「我が夫となる人はきっと年上で背が高い

人に違いない。お父さんとお母さんだってそうだもの。なのに今�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

の私が好きな人は全然逆じゃない。お母さん、なんで私をもう少

し遅く産んでくれなかったの？なんで私はお父さんに似て背が高

いの？もう、いやっ」と何の罪も無いご両親を恨んだりしていた

のではないか。自分の気持ちが動いた相手は理想通りじゃない、

でもあの子とっても素敵なの。この気持ち、どうしたらいいの…。�

　「理想」とは何か。自分が心地よいと思い描くある状態のこと

であり、そういう状態になりたいと強く望むことだとすれば、そ

れはよりよく生きることへの糧になる。しかし、時にそれが強す

ぎると目の前で起きていることを否定し、思考や行動を縛り付け、

自分が持つあらゆる可能性を否定し、苦悩をもたらすことになり

はしないか。�

　自分で決めた理想に足下を掬われるのはまだいい。周りからあ

てがわれた理想に自分が浸食されてボロボロになるのは、私はい

やだ。�
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�

国 民 年 金 か ら の お 知 ら せ �
�

厚生年金特例法について�
�

　厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、事業主から保険料の納

付や資格などの届出がされていない方に年金をお支払する法律ができました。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
詳しくはお近くの社会保険事務所までお問合せください。�

　◆問合せ先　青森社会保険事務所　　☎017－734－7498

�

ごみの収集の変更に�
つ い て の お 知 ら せ �

�

　平成20年４月より、循環型社会のより
一層の推進に取組むべくごみの収集体系が
下記のとおり変更になります。�
　具体的には・・・�

◎燃やせるごみ�
・・・火・金の週２回！注意！�

◎燃やせないごみ・粗大ごみ�
・・・原則月１回（年間12回）�

◎缶　　類�
・・・原則月２回（年間24回）！注意！�
◎びん類・・・原則月１回（年間12回）�
◎ペットボトル�

・・・原則月１回（年間12回）�
◎紙　　類�
・・・原則月１回（年間12回）！注意！��

　平成20年４月より新たに紙類の回収が
始まります。回収する品は、新聞紙・ダン
ボール・雑誌類などです。�
　詳しくは、ごみの出し方・分け方（平成
20年４月第５刷）を、平成20年度版七戸
町民カレンダー及びごみ収集日程表ととも
に配付しますので参考にしてください。�
○問合せ先�
　社会生活課　　　　　　　 ☎68－2114�
　中部上北清掃センター�
　　　　　　　　　　☎0175－63－2336�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

今までは�

　厚生年金保険料が給与天引きされていて

も、事業主から保険料の納付や厚生年金の

資格などの届出がなかった場合であって、�

保険料の徴収権が時効消滅となる２年を経

過したときは、その記録は年金に反映され

ませんでした。�

�

これからは�

　厚生年金特例法の成立により、厚生年金

保険料の給与天引きがあったことが年金記

録第三者委員会で認定されたときは、年金

記録が訂正されて年金額に反映されます。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　詳しくは、お近くの社会保険事務所または、�

青森社会保険事務所　☎017－734－7498�
八戸社会保険事務所　☎0178－43－7368�
「ねんきんダイヤル」（平日８：30～17：15）

までお問合せください。�

☎0570－05－1165�
☎03－6700－1165（IP電話・PHS用）�
までお問合せください。�

�

◆２月の移動年金相談日�

　２月２７日（水）�
　野辺地町中央公民館�
　午前１０時～午後３時�
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�

花松神社からのお知らせ�
�

　花松神社では、毎年、無病息災を祈願し、
どんと焼きを行っています。どんと焼きを
行うものは、お札・お守り・へいそく・し
めかざりなどであり、神様に祭った後に神
社で提供しているものだけです。�
　近年は、門松や鏡餅など、どんと焼きで
きないものまで持ち込む人が多く、大変困っ
ています。門松や鏡餅などは個人で処理し
なければならないものです。�
　どんと焼きは、お正月に使ったものを処
理する行事ではありません。行事の趣旨を
ご理解いただき、来年よりご協力のほどよ
ろしくお願いします。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

日赤七戸町分区よりお知らせ�
�

　２月１日から２月29日まで、平成20年
度赤十字社員増強・社資増収運動強調月間
が始まります。�
　町民の皆さんにご協力いただきました社
費は、災害救助活動、血液事業、社会福祉
事業等、さまざまな事業に活用されていま
す。町では、日赤奉仕団のボランティア活
動、火災発生時の物資配布、赤十字PR活
動（しちのへ夏まつりでの流しそうめん、
児童館まつり）などに活かされています。
今年もご協力くださるよう、よろしくお願
いします。�

○問合せ先　社会生活課　☎68－2114�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

合同特設行政・人権相談所開設�
�

　困りごと・悩みごと・いやがらせなど人
権の擁護に関すること、行政に対する苦情�
・要望・意見等に関することなど、一人で
悩まずお気軽にご相談ください。�
○日　時　平成20年２月13日（水）�
　　　　　午前９時から正午まで�
○場　所　七戸町役場２階　会議室�
　　　　　七戸庁舎１階　相談室�
○相談料　無料《秘密厳守》�
○相談員　行政相談委員・人権擁護委員�
○問合せ先�
　町民課　☎68－2112�
　庶務課　☎62－2111

町チャリティーゴルフ大会実行委員会が青少年スポーツ育成事業を設立�

　七戸町チャリティーゴルフ大会実行委
員会（盛田吉文代表）では、ゴルフ大会
の基金を青少年のスポーツ育成へ助成す
る事業を開始しました。昨年12月20日、
七戸庁舎において全国小学生バドミント
ン大会に出場した高西美樹さん（七戸ジ�
ュニアバトミントンクラブ）に第１号と
なる「激励金」を贈りました。�
�
�
�

　助成事業の対象は①全国大会や全日本
合宿に参加する選手への激励金の交付②
指導者講習会や指導者の派遣への助成③
運動用具などの寄贈などとなっています。�
�
※青少年スポーツ育成事業の詳細につい
　ては、スポーツ振興課（☎62－9706）
　へお問い合わせください。�

（16）�平成20年（2008）2月号�



�

戸籍の窓口�
�

１２月１６日～１月１５日�
�

◎お誕生おめでとうございます�

　子ども　　　 母親　　　住所�

古屋敷あんりちゃん　三枝子さん　野　　続�

成田　　煌く　ん　真奈美さん　高 屋 敷�

附田　冬聖く　ん　里　佳さん　長下団地�

坪　　広夢く　ん　昌　子さん　　旭�

�

●お悔やみ申し上げます�

江　渡　　　宏さん　83歳　舘　　野�

　　松　ハ　キさん　91歳　上 野 崎�

附田　長左エ門さん　86歳　附　　田�

附　田　ふぢゑさん　96歳　榎 林 ２�

　　田　千代松さん　88歳　榎 林 ３�

天　間　博　明さん　57歳　　　旭�

成　田　ハ　ナさん　91歳　影 津 内�

石　田　孝　一さん　64歳　七　　戸�

西　山　ナ　カさん　90歳　和　　田�

田　村　嘉　志さん　65歳　清 水 頭�

中　村　イスミさん　91歳　中　　村�

鳥谷部　三　雄さん　86歳　鳥 谷 部�

鳥谷部　ハ　ルさん　80歳　鳥 谷 部�

　米地　　　充さん　96歳　中　　野�

上　野　あや子さん　50歳　中　　野�

　　 きら�

　と  あ�

  ひろむ�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

下水道・農集排の加入�
促 進 の お 願 い �

�

　町では、快適な生活環境の確保と公共水

域の水質保全のため、下水道及び農集排の

整備を進めております。�

　供用開始された地区では家庭雑排水「台

所・風呂・汚水等」を側溝に流すことは原

則としてできませんので、排水設備工事を

行い下水道への速やかな接続をお願いしま

す。�

　なお、供用開始から３年以内に排水設備

工事を完了した場合には加入促進奨励金６

万円を交付します。（交付要件があります）

平成17年度供用開始地区（平成16年度工

事実施地区）は、平成20年３月31日で加

入促進奨励金の対象期間が過ぎますので、�

早めに排水設備工事を行いましょう。排水

設備工事は、町指定工事店で行ってくださ

い。�

○問合せ先　上下水道課　☎62－6243�
　E-mail:jouge02�

@town.shichinohe.aomori.jp�

�

�

�

�

�

�

家 庭 内 の 火 災 に �
注 意 し ま し ょ う �

�

　ストーブの上に洗濯物を吊して干してい

ると、落下して火災が発生することがあり

ます。�

　ストーブの上や近くに洗濯物や衣類など

を吊したり、燃えやすいものを置かないよ

うにしてください。�

　その他にも、次のことに注意しましょう。�

●ガスコンロの下に、段ボールや新聞紙、

　ビニールシートなどの可燃物を敷いては

　いけません。�

●長期間使用している電化製品は、部品が

　劣化して過熱・発火するおそれがありま

　すので、買い換えるか専門家の点検を受

　けましょう。特に焦げくさい臭いがした

　り、モーターが異常に熱い、うなるよう

　な異常な音がする場合は、直ちに使用を

　中止してください。�

◆消費生活相談や問合せは・・・�

　青森県消費生活センター青森相談室�

☎017－722－3343

　戸籍の窓口への掲載は、役場に届け出された時に、本人から確認でき

たものだけを掲載しております。�

　また、他町村に届け出し、「広報しちのへ」に掲載したい方は役場町

民課へご連絡ください。�
☎ 68－2112（内線214）�

�

青森県最低賃金の�
お 知 ら せ �

�

　「青森県最低賃金」は県内で働くすべ

ての労働者に適用されます。�

�

�

�
効力発生は、平成19年10月31日
からとなっています。�

（17）� 平成20年（2008）2月号�

町の統計�
平成１９年１２月３１日現在�

�

　男　　　８，９５８人�

（－　　１４）�

　女　　　９，５９６人�

（－　　１９）�

　計　　１８，５５４人�

（－　　３３）�

世帯数　　６，７９９世帯�

（－　　　３）�

（　 ）内は前月比�

�

★交通事故�

　件　　　　数�

１０件 （７９件）〈－２１〉�

　傷　　　　者�

１２人 （１０８人）〈－３０〉�

　死　　　　者�

３人 （　６人）〈＋　６〉�

（    ）内は１月からの累計�

〈    〉内は平成18年同月末比�

�

★町内の火災�

　建　　　　物�

０件 （７件）�

　林野・その他�

０件 （３件）�

（     ）内は１月からの累計�

～～～～～～～～～～～～～～～～～～�



本　町�

南　町　　　　　　　袋　町�

歩行者天国�
2/9（土）�
午前９時～午後７時�

2/10（日）�
午前９時～午後４時�

公民館�

●郵便局�

●みち銀� ●七病�

◯第2中央バス停中央バス停�
保健センター保健センター�

◯第2中央バス停�
保健センター�

かんぶん�

柏葉館�
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●十信�
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国 
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号 
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旧盛喜●△�

WC（トイレ）はイベント広場、�

まちの駅・青銀駐車場にあります。�
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絵馬絵馬カーカード交換場所ド交換場所�
●�

絵馬カード交換場所�
●�

　まちの駅●�

※抽選会場�
�

●お買い物広場�

おしるこ・甘 酒�

サービスコーナー�
（町内3ヶ所）�

△�

△�
県信用●�

イベント広場�
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（この広報は再生紙を使用しています。）�

七　戸�
今年もやってきた！七戸商店街最大のお買い物まつり�

七　戸�

《９日》�

◆絵馬カード交換会�
　午前９時より　横町『沢目履物店前』�

　・絵馬カード１枚と商品券１，０００円と交換�

　　（お一人様１枚・先着２５０名）�

◆豚汁無料サービス�
　午前１１時より　戸常商店となり�

◆雪まつり・雪像コンテスト�
　午後１時～７時�

　・参加加盟店前に雪灯ろう飾り付け�

　・約３０基の雪像を展示！�

　　（町内の保育園児、企業のかたがた）��

《１０日》�

◆七戸郷土芸能発表会�
　午前１０時より　柏葉館（入場無料）�

◆甘酒・おしるこ無料サービスコーナー�
　商店街の３箇所で行います。�

◆旧盛喜ビル内お買い物広場�

◆わの会による「お休み処」�
　　　　　　　　　　　（山勇　※イベント広場前）�

◆JA八甲田七戸女性部販売（きむら洋品店となり）�

◆商店会主催　お楽しみ抽選会（まちの駅）�

◆タイム抽選会　１日１回の抽選会�
　　　　　　　　　　　　　　　  ※大型商品あり！�

�

◎歩行者天国◎�
　　９日…午前９時～午後７時�

　１０日…午前９時～午後４時�

　　小川町トダイ前 ⇔ 青森銀行七戸支店前�

�

その他…笊田地区と商店街を結ぶシャトル

　　　　バス（1台）を運行します！�

�

問い合わせ先�

　旧正まける日実行委員会（七戸町商工会内）�

　　　　　　　　　　　　　☎６２－２５２１�

�

旧
正
旧
正�

旧
正�

「229（にんにく）フェスティバル」開催！�「229（にんにく）フェスティバル」開催！�
　４年に一度のにんにくの祭典が開催されます。�

　にんにくの料理紹介コーナー、にんにくの絵・ポスター展、にんにくの資料展などにんにくづくしのプロ

グラム。会場内には、２２９横丁と称した飲食コーナーに、当産地のにんにくを使用したギョーザ店、そば

・ラーメン店等ほか、特産品の試食・販売コーナー。大学教授による「にんにくの健康効果」についての講

演、ホテルの料理長によるにんにく料理実演講習会のほか、アトラクションでは、町内園児によるお遊戯、

歌謡ショー、抽選会が催されます。お誘い合わせのうえ、どうぞご来場ください。�

◆開 催 日　　平成20年２月29日（金）午前９時～　　　◆開催場所　天間林体育館�

◆問合せ先　　ＪＡとうほく天間　天間林支所　販売課（☎68－4868）�

昨年の様子�


